
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

硬貨入出金機 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等のレジにおいて、顧客

が支払った硬貨を計数するものである。 

電子式金銭登録機（レジスター）等の上位機器に接続して用いられ、計数データ

を上位機器に送信し、上位機器の演算により、硬貨の釣銭があるときに、硬貨を払

い出す機能を有する。 

また、金種・枚数・合計金額を表示する機能を有している。 

 

○構造、仕様、意匠 

 直流電動機によって硬貨を搬送し、電子回路において硬貨の金種識別・計数を

行い、金種及び枚数のデータを上位機器に送信。釣銭があるときは、上位機器か

らの釣銭データに基づき、釣銭（硬貨）を硬貨放出口に搬出する。 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、５０Ｗ  重量：２１kg 

 

○主な使用者、販売先 

スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどの商業施設 

ガソリンスタンド、病院、ホテル等に精算機を販売する事業者 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「硬貨計数機」として取

り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、硬貨の金種を識別し、計数するものであることから、「硬貨計数機」

として取り扱うことが妥当と判断する。 

 

 

 


